
廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律案要綱 

 

第１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正 

１ 使用済金属・プラスチック物品に係る措置に関する規定の整備 

（１）目的規定 

 法の目的に、要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び要適正再生使用済

金属・プラスチック物品を追加する。（第一条関係） 

（２）定義規定 

イ 使用を終了し、収集された物品で、その全部又は一部が金属又はプラスチッ

クから成るものを「使用済金属・プラスチック物品」とする。（第二条第七項

関係） 

ロ 使用済金属・プラスチック物品であって、適正でない保管が行われた場合に

は人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるため、廃棄物の適正

な保管と生活環境の保全上同等の保管を要するものを「要適正保管使用済金

属・プラスチック物品」とする。（第二条第八項関係） 

ハ 使用済金属・プラスチック物品であって、適正でない再生及び当該再生のた

めに行う保管が行われた場合には人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお

それがあるため、廃棄物の適正な再生及び保管と生活環境の保全上同等の再生

及び当該再生のために行う保管を要するものを「要適正再生使用済金属・プラ

スチック物品」とする。（第二条第九項関係） 

（３）要適正保管使用済金属・プラスチック物品の保管又は要適正再生使用済金属・

プラスチック物品の再生及び当該再生のために行う保管に係る許可制 

イ 有害使用済機器保管等届出制度を廃止する。（改正前第十七条の二関係） 

ロ 要適正保管使用済金属・プラスチック物品保管業又は要適正再生使用済金

属・プラスチック物品再生業を行おうとする者は都道府県知事の許可を受けな

ければならないものとし、政令で定める基準の遵守等を義務付けるものとする。

（第二十四条の七、第二十四条の八、第二十四条の十五、第二十四条の十六関

係） 

ハ ロの許可を受けた事業者に対する事業停止命令、許可の取消し等の規定を整

備する。（第二十四条の九、第二十四条の十、第二十四条の十七関係） 

ニ 一般廃棄物処分業者等は、ロの許可を受けないで、要適正保管使用済金属・

プラスチック物品の保管又は要適正再生使用済金属・プラスチック物品の再生

及び当該再生のために行う保管を業として行うことができるものとする。（第

二十四条の十二、第二十四条の十九関係） 

（４）特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品及び特定要適正再生使用済金

属・プラスチック物品の輸出確認規定 

イ 国内において収集された要適正保管使用済金属・プラスチック物品であって

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定

有害廃棄物等に該当するものを「特定要適正保管使用済金属・プラスチック物

品」とし、その保管はなるべく国内において適正にされなければならないもの

とする。（第二十四条の十三関係） 



ロ 国内において収集された要適正再生使用済金属・プラスチック物品であって、

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定

有害廃棄物等に該当するものを「特定要適正再生使用済金属・プラスチック物

品」とし、その再生及び当該再生のために行う保管はなるべく国内において適

正にされなければならないものとする。（第二十四条の二十関係） 

ハ 特定要適正保管使用済金属・プラスチック物品又は特定要適正再生使用済金

属・プラスチック物品を輸出しようとする者は、環境大臣の確認を受けなけれ

ばならないものとする。（第二十四条の十四、第二十四条の二十一関係） 

（５）報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等 

 （３）ロの許可を受けた事業者等、（４）ハの輸出しようとする者等に対する

報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等の規定を整備する。（第二十四条の

二十二～第二十四条の二十六関係） 

（６）その他規定の整備 

２ 非常災害廃棄物の処理に係る措置に関する規定の整備 

（１）都道府県及び市町村は、非常災害廃棄物適正処理業者等との間において、非常

災害廃棄物の処理に関する協定を締結するよう努めなければならないものとする。

（第五条の六の二、第六条の四関係） 

（２）市町村が定める一般廃棄物処理計画の記載事項に、非常災害時における一般廃

棄物の適正な処理等に関する施策に関する事項を追加する。（第六条第二項第六

号関係） 

（３）市町村から非常災害廃棄物の処理の委託を受けた者（非常災害廃棄物処理受託

者等）が、当該処理を他人（非常災害廃棄物処理再受託者等）に再委託すること

及び非常災害廃棄物処理再受託者等が当該処理を他人に再々委託することができ

るものとする。（第六条の二関係） 

（４）非常災害廃棄物処理受託者等は、非常災害廃棄物の処分を行うため、生活環境

の保全上の支障が生ずるおそれの少ない一般廃棄物処理施設を設置するためにそ

の旨を都道府県知事に届け出る場合は、生活環境影響調査の結果を記載した書類

の添付を省略することができるものとする。（第九条の三の三関係） 

（５）都道府県知事は、一般廃棄物の最終処分場等であって基準に適合すると認めら

れるものの設置者を、その申請に基づき、非常災害廃棄物最終処分場の設置者と

して指定することができるものとし、当該設置者は、非常災害廃棄物の処分の委

託を受けることを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該委託を

受けなければならないものとする。（第九条の三の四関係） 

（６）国は、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関する情報及び技

術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技術開発を推進

するとともに、当該事務を中間貯蔵・環境安全事業株式会社その他の機関に委託

することができるものとする。（第二十三条の二の二関係） 

 

第２ 資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正 

 認定自主回収・再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第１の１（３）ロの許可

を受けないで、使用済指定再資源化製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同



等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるもの

とする。（第五十七条関係） 

 

第３ 使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正 

  解体業者又は破砕業者は、第１の１（３）ロの許可を受けないで、使用済自動車若し

くは解体自動車の解体又は解体自動車の破砕により回収した有用なものの再資源化に必

要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業と

して実施することができるものとする。（第百二十二条関係） 

 

第４ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の一部改正 

 認定事業者及びその委託を受けた者は、第１の１（３）ロの許可を受けないで、認定

計画における再資源化事業の対象とする使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為

と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施

することができるものとする。（第十三条関係） 

 

第５ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の一部改正 

１ 認定自主回収・再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第１の１（３）ロの許

可を受けないで、自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用

製品の再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生の

ために行う保管を業として実施することができるものとする。（第四十一条関係） 

２ 認定再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第１の１（３）ロの許可を受けな

いで、認定再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資

源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う

保管を業として実施することができるものとする。（第五十条、第五十一条関係） 

 

第６ 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部改正 

１ 認定高度再資源化事業者及びその委託を受けた者は、第１の１（３）ロの許可を受

けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境

の保全上同等の保管又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施すること

ができるものとする。（第十三条関係） 

２ 認定高度分離・回収事業者は、第１の１（３）ロの許可を受けないで、認定高度分

離・回収事業計画に従って行う再資源化に必要な行為と生活環境の保全上同等の保管

又は再生及び当該再生のために行う保管を業として実施することができるものとする。

（第十八条関係） 

 

第７ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法の一部改正 

１ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の目的として「非常災害廃棄物の適正な処理の円

滑かつ迅速な実施」等を追加する。（第一条関係） 

２ 政府は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社が非常災害廃棄物処理に係る事業及びこ

れに附帯する事業を営む間、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の発行済株式の総数を

保有していなければならないものとする。（第四条関係） 



３ 中間貯蔵・環境安全事業株式会社の事業として次の（１）及び（２）を追加する。

（第七条関係） 

（１）市町村又は都道府県に対し、非常災害廃棄物の処理の方策に関する提案、非常

災害廃棄物の処理に関する知識を有する者の派遣その他の非常災害廃棄物の適正

な処理の円滑かつ迅速な実施を図るために必要な援助を行うこと。 

（２）国の委託を受けて、非常災害廃棄物の適正な処理の円滑かつ迅速な実施に関す

る情報及び技術的知識の市町村及び都道府県に対する提供並びに調査研究及び技

術開発を行うこと。 

 

第８ 附則 

１ この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。（附則第一条関係） 

２ 所要の経過措置等を定める。 

３ この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける。（附則第七条関係） 

４ その他所要の改正を行う。  

 


